
公立保育園を含む敦賀市の公共施設については、敦賀市公共施設等総合管理計
画に基づき、施設ごとに今後１０年内の更新や修繕の計画を記載した個別施設計
画を策定する必要があります。
個別施設計画に統廃合などの方向性を盛り込む場合には、利用者に大きな影響

を与える可能性があることから、事前に市民の皆様に対してご説明することとし
ています。
公立保育園の統廃合に関する市民説明会は、
令和３年１月３１日 13：00～14：00 プラザ萬象小ホール

２月 ２日 19：00～20：00 粟野公民館大ホール
２月 ５日 19：00～20：00 プラザ萬象小ホール

の計３回にわたって開催いたしました。
この資料は、市民説明会でお配りした資料に説明文を加えたものです。



この表は、本市の公立・公設保育園を施設の経過年数順に並べたものです。
保育園施設の法定耐用年数は、ＲＣ造（鉄筋コンクリート造）で４７年、木造

で２２年とされています。
法定耐用年数は税務上の概念で、これを経過しても施設は使用できますが、老

朽化の目安の一つになります。
黄色でマーカーを引いてある園は、昭和５０年前後に相次いで建設され、施設

設計が古く、施設の老朽化も進行しており、今後５年度以内に法定耐用年数を経
過します。
個別施設計画では、この黄色でマーカーを引いた５つの園を統廃合の対象とし

て検討を進めます。
なお、法定耐用年数の面でみると、赤色でマーカーを引いてある東郷保育園は、

木造のため既に法定耐用年数を経過しています。また、同じく木造の黒河保育園
と現在休園中の東浦保育園についても、今後５年度以内に法定耐用年数を経過す
ることになりますが、これらの施設は平成に入ってから建築されており、設計的
には現在の保育ニーズにも対応できるため、当面は補修により施設の維持を図り
ます。



この写真は、統廃合対象園の現在の状況です。
左上の写真は、保育園の事務室内に０歳児の乳児室・ほふく室が設置されてい

る様子を撮影したものです。
この園では、３歳未満児の保育需要が高まってきた際に、お子様をお預かりす

るためのスペースや設備が確保できなかったため、やむを得ず事務室の一部を改
装して０歳児の乳児室・ほふく室を設けました。
園児が在室している間は、騒音に配慮しながら事務を行っていますが、電話な

どの音は消すことができず、園児にとって良い環境とは言えません。
この園に限らず、統廃合の対象としている施設は、建設当時（昭和５０年前

後）の保育需要や環境に基づいて設計されていて、現在のように３歳未満時の保
育需要が高まることは想定していません。そのため、スペースや設備が不足して
いる状況です。
本市の出生人口は減少していますが、その反面、３歳未満児の保育園入園者数

は増加しています。今後も３歳未満児の保育ニーズは高まることが予想されるた
め、これに合わせた施設の整備が必要となっています。
右上の写真は、調理室を撮影したものです。
調理室は、衛生面から現在はドライ方式（床に水を流さない方式）が主流と

なっていますが、統廃合の対象としている園は、すべてウエット方式（床に水を
流す方式）です。
下の写真は、施設の外壁部分を撮影したものです。
公立保育園については、すべての園で耐震性は確保されていますが、外壁など

の部分には劣化がみられ、老朽化が進行しています。



この表は、本市の令和２年度から令和１２年度までの間における６歳未満人口
の推移を予測したものです。
保育所等の利用年齢層は０歳から６歳未満に当たるため、６歳未満人口の推移

は、今後の施設需要を計るうえで重要な指標となります。
表では、北・南・西地区を市中心部として、それ以外の地区を市郊外部として

います。なお、西浦・東浦・愛発地区については、該当年齢の人口が少ないため、
この表には含んでいません。
人口の変化率が変わらない場合、すべての地区で６歳未満人口が減少していく

ことが予想されます。
また、この表からは、６歳未満人口を元に、本市を市中心部、松原地区、中郷

地区、粟野地区の４つのエリアに大きく区分できることが分かります。

施設の現況や利用者人口の推計から、本市の公立保育園については、
①保育ニーズの変化や老朽化の進行により施設の更新が必要な状況である。
②今後は６歳未満人口の減少が予測されるため、更新後の施設を長期的に
活用及び維持するためには、統廃合を行う必要がある。
と考えています。



この地図は、前ページの表でお示しした６歳未満人口をもとに本市を４つにエ
リア分けしたものです。
本市の子ども・子育てに関する計画である、「新つるがいきいき子ども未来プ

ラン」（令和２年３月策定）では、保育所等の整備に当たっては、市全域を一つ
の区域として考えるとしています。
しかし、統廃合を検討する際には、本市をエリアを分けし、対象園を同一エリ

ア内で組み合わせて整備する方が、通園時間の面から保護者の利便性低下を防ぐ
ことができ、また、人口分布や施設配置のバランスの観点からも合理的であると
考えています。
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この表は、これまでの説明のとおり、本市をエリア分けし、そのエリアごとに
公立保育園を仕分けたうえで、統廃合対象園を組み合わせたものです。
定員欄の予測については、６歳未満人口の推移予測に基づいて、令和１２年度

における予測定員を記載しています。
統廃合を原因とした待機児童が発生することのないよう、統廃合後の園の規模

は予測定員で決定するのではなく、現在の定員をもとに決定いたします。
統廃合スケジュールを５年ごとに区切ってあるのは、これまでの実績から統廃

合の決定後、新施設が供用開始となるまでおおむね５年程度の期間を要するため
です。
今回策定する公立保育園施設の個別施設計画では、１０年の計画期間中に表の

グループ①からグループ③までの各園について、統廃合のうえ新園にしたいと考
えています。
いずれのグループも統廃合によって園の規模が大きくなることから、現在地で

の建て替えは困難なため、令和３年度以降は設置場所を始め運営方法（直営・民
営化）などについても順次検討を開始します。



今後、統廃合を実施する園については、すべて認定こども園にしたいと考えて
います。
認定こども園は、保育園と幼稚園の両方の良さを併せ持つ施設です。
認定こども園は、令和２年４月１日時点で本市には４施設（すべて私立）あり、

県内には１３３施設（公立２４施設・私立１０９施設）あります。
認定こども園の一番大きなメリットは、保護者の方の就労の状況に関わらず施

設の利用ができる点です。
特に、従来の保育園では、入園後に保護者の方が失業や退職などされ、お子様

の保育の必要性が無くなると退園していただくことになります。この場合でも幼
稚園には入園できますが、現状では施設が異なるため、お子様は転園を余儀なく
されます。
認定こども園であれば、このような場合でも転園の必要はなく、同じ施設に通

うことができるため、お子様や保護者の方に負担が生じません。



最後に統廃合に伴うメリットとデメリットについて、御説明します。
統廃合によるメリットとしては、施設の定員が増加するため、きょうだいが同

じ園に入りやすくなります。
また、園の規模が大きくなることで園庭など設備の充実を図ることができます。
反対にデメリットは、園の規模が大きくなることで現在地での建て替えが困難

となることから、一部の方については通園距離が延びる可能性があります。
また、施設の数が減るため、園の選択肢が少なくなることも挙げられます。
統廃合や認定こども園化によっても、保育料、保育内容、延長保育や土曜保育

の実施、給食の提供に関しては変わりません。


